
議案第61号

恩地地区地籍調査事業に伴う字の区域の変更について

国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定による認証の日から､次のとおり字の区域
を変更することについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により､本議会の
議決を求める｡

平成16年　6月11日

三朝町長吉田秀光

平成1 6年6月178原案可決

羊朝町観会議長鹿井　草

区域を変更する字の名称 傅鞆h,ﾈｾh暫閏ﾙ�ﾃ�iD��ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾘ,ﾉ&餉H,�.h.薬��

大字恩地字菅谷 ��X鬨嬖&韜ｩ�ｹ$ｨ,ﾉ�8暫�

大字恩地字寺ノ谷86の2 

大字恩地字寺谷口 ��X鬨嬖&韜ｨ鮖$ｨﾏｸ,ﾉ�8暫�

大字恩地字寺ノ谷88の2､91の2､92の3から92の5まで及び87と一体をなす国 

有地の一部 

大字恩地字中井谷93の4､93の5 

大字恩地字寺ノ谷 ��X鬨嬖&韜ｨ鮑6ﾙ$ｨ,ﾈ*H+�h,ﾃ*Cヨ,ﾃ*C��,ﾃ*C�(,ﾃ8*�.s�(,ﾃX-ﾈ,Xｷ�-�ビ�

と一体をなす国有地の∵部以外の区域 

大字恩地字中井谷 ��X鬨嬖&韜ｩ(h鯖$ｨ,ﾈ*H+�8,ﾃJC�8,ﾃZC�C�,ﾃ8ｷ�-��C�,h自�ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&��

の一部以外の区域 

大字恩地字家脇449 

大字恩地字家脇 ��X鬨嬖�ﾈ駟(h鯖$｣�C�,h自�ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&�,ﾈ自YB�

大字恩地字家脇のうち449以外の区域 

大字恩地字前河原164の1､167の1と一体をなす国有地の一部. 

大字恩地字屋敷通276の芦､278の2､278の3及びこれらと一体をなす国有地 

並びに194の1から194の3まで､195の3､202の3､461と一体をなす国有地 

の一部 

大字恩地字前河原 ��X鬨嬖&韜ｩ��ﾘﾋH,ﾈ*H+��cH,ﾃ�,bﾙ�ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&�,ﾈ自YH決､�,ﾈｾh暫�



大字恩地車屋敷通 ��X鬨嬖&韜ｨ夐W�,ｨ,ﾈ*H+�#c�,ﾃ*C#sh,ﾃ*C#s�,ﾃ*C#s�,ﾃ8ｷ�-�+�.ｨ.x,h自�ﾂ�

をなす国有地並びに194の1から194の3まで､195の3､202の3､218､262の 

1､262?2､461と一体をなす国有地の一部以外の区域 

大字恩地字奥田 ��X鬨嬖&韜ｩ(h鯖$｣�C�,ﾃ2�

大字恩地字屋敷通261の2及びこれと一体をなす国有地並びに262の1､262の 

2と一体をなす国有地の一部 

大字恩地字奥田の全域 

大字恩地字奥田谷319と一体をなす国有地の一部 

大字恩地字金山 ��X鬨嬖&韜ｨ夐W�,｣#��,h自�ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&�,ﾂﾙYB�

大字恩地字金山の全域_ 

大字恩地字奥田谷 ��X鬨嬖u(派卷69$ｨ,ﾈ*H+�3��,i?��ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&�,ﾈ自YH決､�,ﾈｾh暫�


